
星槎大学大学院博士後期課程 博士論文審査について 

 

星槎大学大学院博士後期課程では、要件審査・論文審査・口述審査（以上に試験を含む）

により、博士論文審査を行っています。 

要件審査は、研究論文に関する学会発表、発表論文、これまでの履修状況等について定

めています。論文審査では大きく 5 つの観点で、小項目 25 項目からなる審査基準、口述

審査では 5 つの審査基準により評価しています。 

 論文審査・口述審査の基準は以下の通りです。 

 

＜論文審査＞ 

観点Ⅰ 研究論文全体の意義 

観点Ⅱ 研究論文の内容 

観点Ⅲ 研究論文の形式 

観点Ⅳ 研究倫理的配慮 

観点Ⅴ その他（単位修得を通じた学修成果） 

 

＜口述審査＞ 

Ⅰ)簡潔明瞭な説明 

Ⅱ)専門家のみ以外に伝わる表現の工夫 

Ⅲ)研究の意義の明確な説明 

Ⅳ)応用可能性や他の実践への示唆の提示 

 


